
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ストレスチェックの実施とその注意点 

ストレスチェック制度のスタートに備えて④ 

連載４回目の今回は、ストレスチェックの実施について、具体的な内容を紹介しま

す。特に、注意！の部分はしっかりチェックしておいてください。 

なお、ストレスチェックを行うことが努力義務とされている事業場（従業員数 50人

未満）において導入しようとする際にも、以下の内容を参考にしてください。 

Brainstar News 2 月号 February 1, 2016 

連載トピックス 

＜ストレスチェックの実施＞ 

・質問票を労働者に配って、記入してもらいましょう。 

※１ 使用する質問票は、次の①～③の種類の質問が含まれていれば特に指定はありませんが、何を使えばよい

か分からない場合は、国が推奨する 57 項目の質問票を使いましょう。 

① ストレスの原因に関する質問項目 

② ストレスによる心身の自覚症状に関する質問項目 

③ 労働者に対する周囲のサポートに関する質問項目 

※２ ＩＴシステムを利用して、オンラインで実施することもできます。厚生労働省がストレ 

スチェック実施プログラムを無料で公開しています。 

 

・記入が終わった質問票は、医師などの実施者（またはその補助をする実施事務従事者）が回収しましょう。 

注意！ 第三者や人事権を持つ職員が、記入・入力の終わった質問票の内容を閲覧してはなりません！ 

 

・回収した質問票をもとに、医師などの実施者がストレスの程度を評価し、高ストレス＊で医師の面接指導が

必要な者を選びます。 

＊自覚症状が高い者や、自覚症状が一定程度あり、ストレスの原因や周囲のサポートの状況が著しく悪い者を高

ストレス者として選びます。選び方については、厚生労働省が基準を定めています。 

 

・結果（ストレスの程度の評価結果、高ストレスか否か、医師の面接指導が必要か否か）は、 

実施者から直接本人に通知されます。 

注意！ 結果は企業には返ってきません。 

結果を入手するには、結果の通知後、本人の同意が必要です。 

 〔参考〕結果の通知については、法律条文では次のように書かれています。 

＜労働安全衛生法 66条の 10第２項＞ 

事業者は、前項の規定により行う検査（編注：ストレスチェック）を受けた労働者に対し、厚生労働省令で定

めるところにより、当該検査を行った医師等から当該検査の結果が通知されるようにしなければならない。 

この場合において、当該医師等は、あらかじめ当該検査を受けた労働者の同意を得ないで、当該労働者の検査

の結果を事業者に提供してはならない。 

 

・結果は、医師などの実施者（またはその補助をする実施事務従事者）が保存します。 

※ 結果を企業内の鍵のかかるキャビネットやサーバー内に保管することもできますが、第三者に閲覧されない 

よう、実施者（またはその補助をする実施事務従事者）が鍵やパスワードの管理をしなければなりません。 

質問票のサンプルやストレスチェック実施プログラムなどは、厚生労働省のホームページにアップされて

いますが、お声かけいただければ、こちらで紹介いたします。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

マイナンバー制度について、昨年末に「特定個人情報の漏えいその他の特定個人情報の

安全の確保に係る重大な事態の報告に関する規則（以下、「規則」といいます。）」が制定

され、併せて、「事業者における特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応につ

いて（以下、「告示」といいます。）」も改正されました〔平成 28年１月１日施行・適用〕。 

特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応について 最新情報 

    代表取締役 上田 正順 
〒862-0949 熊本市中央区国府 1-13-5 2F 

TEL:096-211-6055 FAX:096-211-6065 

URL:http://brainstar.jp 

365日の誕生花・花言葉 

シクラメン（ピンク） 

花言葉：はずかしがり 

地中海原産で、日本には明治中

期に渡来しました。ヨーロッパ

では、根をブタが掘って食べる

ことから「ブタのパン」と呼ばれ

ることもあるそうです。 

１月 ６日 

１．告示における「特定個人情報の漏えい事案等が発覚した場合に講ずべき措置」 

事業者は、その取り扱う特定個人情報（委託を受けた者が取り扱うものを含む。以下同じ。）について、漏えい

事案その他の番号法違反の事案または番号法違反のおそれのある事案が発覚した場合には、次の事項について必

要な措置を講ずることが望ましい。 

① 
事業者内部における報
告、被害の拡大防止 

責任ある立場の者に直ちに報告するとともに、被害の拡大を防止する。 

② 
事実関係の調査、原因
の究明 

事実関係を調査し、番号法違反または番号法違反のおそれが把握できた場合に
は、その原因の究明を行う。 

③ 影響範囲の特定 ②で把握した事実関係による影響の範囲を特定する。 

④ 
再発防止策の検討・実
施 

②で究明した原因を踏まえ、再発防止策を検討し、速やかに実施する。 

⑤ 
影響を受ける可能性の
ある本人への連絡等 

事案の内容等に応じて、二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点から、
事実関係等について、速やかに、本人へ連絡し、または本人が容易に知り得る
状態に置く。 

⑥ 
事実関係、再発防止策
等の公表 

事案の内容等に応じて、二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点から、
事実関係及び再発防止策等について、速やかに公表する。 

２．告示に基づく報告 

事業者は、その取り扱う特定個人情報に関する番号法違反の事案または番号法違反のおそれのある事案を把握

した場合には、事実関係及び再発防止策等について、主務大臣等または個人情報保護委員会に報告するよう努め

る。 

㊟ 上記の番号法違反の事案または番号法違反のおそれのある事案のうち、重大事態＊に該当する事案について

は、事業者は、番号法第 28 条の４の規定に基づき、規則の規定に従って個人情報保護委員会に報告する必要が

ある。  

＊「重大事態」とは、以下の場合を指します。 

㋐ 情報提供ネットワークシステムまたは個人番号利用事務を処理する情報システ

ムで管理される特定個人情報の漏えい等が起きた場合 

㋑ 漏えい等した特定個人情報の本人の数が 101人以上である場合 

㋒ 電磁的方法によって、不特定多数の人が閲覧できる状態となった場合 

㋓ 職員等（従業員等）が不正の目的で利用し、または提供した場合 

〈補足〉たとえば、単に特定個人情報を処理しているパソコンがウイルス感染したことが発覚したとか、従業員が自宅で業務
の続きをするため（不正の目的なし）に、社内規程に違反して、特定個人情報を含む資料を自宅に持ち帰っただけでは重大事
態に当てはまらないとされていますが、特定個人情報に係る本人の数が 100人を超える漏えいなどが起こってしまえば、重大
事態に該当します。 

 

特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応〔概要〕 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

新
聞
で
見
つ
け
た
気
に
な
る
記
事
を 

ご
紹
介
し
ま
す
。 

 

厚
生
年
金
に
入
る
資
格
が
あ
る
の
に
年
金
額
の
少

な
い
国
民
年
金
に
入
っ
て
い
る
人
が
約
２
百
万
人
と

推
計
さ
れ
、
政
府
が
対
策
に
乗
り
出
し
ま
す
。
厚
生
労

働
省
は
1
月
13
日
、
保
険
料
負
担
を
逃
れ
る
た
め
、

違
法
に
厚
生
年
金
に
入
っ
て
い
な
い
可
能
性
が
あ
る

約
79
万
事
業
所
を
対
象
に
緊
急
調
査
す
る
と
表
明
し

ま
し
た
。
加
入
対
象
と
判
明
す
れ
ば
重
点
的
に
加
入

を
指
導
し
、「
低
年
金
」
の
予
備
軍
を
減
ら
し
た
い
考

え
で
す
。 

日
本
年
金
機
構
は
加
入
逃
れ
の
可
能
性
が
あ
る
約

79
万
事
業
所
に
対
し
、
早
急
に
調
査
票
を
送
る
と
し

て
い
ま
す
。
従
業
員
数
や
労
働
時
間
な
ど
を
尋
ね
、
回

答
内
容
か
ら
厚
生
年
金
の
加
入
対
象
の
可
能
性
が
高

け
れ
ば
、
訪
問
し
て
加
入
指
導
を
実
施
。
必
要
な
ら
立

ち
入
り
検
査
も
行
い
、
検
査
を
拒
否
す
る
と
罰
則
も

あ
る
と
の
こ
と
。 

厚
労
省
は
、
今
年
度
か
ら
は
従
業
員
に
給
与
を
支

払
っ
て
い
る
事
業
所
の
名
称
や
所
在
地
情
報
の
提
供

を
国
税
庁
か
ら
受
け
て
お
り
、
今
後
さ
ら
に
連
携
を

強
め
て
「
低
年
金
」
予
備
軍
の
削
減
に
努
め
た
い
と
し

て
い
ま
す
。 

新聞記事ピックアップ！ 

厚生年金、違法な未加入一掃へ  79 万事業所を調査 

お仕事カレンダー 

・贈与税の申告受付開始 

・1 月分健康保険料・厚生年金保険料の支払 

・じん肺健康診断実施状況報告書の提出 

・固定資産税（都市計画税）納付（第４期分） 

・12 月決算法人の確定申告・6 月決算法人の中間申告 

・3 月・6 月・9 月決算法人の消費税の中間申告 

2/29 

2/1 

・一括有期事業開始届の提出（建設業）  

主な対象事業：概算保険料 160 万円未満でかつ

請負金額が 1 億 8000 万円未満の工事 

・１月分の源泉所得税、住民税特別徴収税の納付 

2/10 

・所得税の確定申告受付開始 

2/16 

 

日 時：平成 28年 1月 28日（木） 

会 場：福岡博多 社会福祉法人 

講 師：上田 正順 

 

今回の研修は 3 大法改正をテーマとして、個人情報保護法の改正、

無期転換ルール、ストレスチェック制度を取り上げました。その中で

も、平成 27 年 12 月より施行されたストレスチェック制度について特

に詳しくお話しました。 

 

多くの事業所では 50 名以上の従業員を有し、ストレスチェックの実施義務対象となっているのではないでしょ

うか。また、従業員数 50 名未満の事業所でも、社員の健康のためや職場環境改善のために実施を検討されている

経営者・人事担当者の方もいらっしゃるのではないでしょうか。 

このストレスチェックについては厚生労働省から実施マニュアルが出ていますが、かなりのボリュームのため、

「導入までの流れがピンとこない」「大切なところだけをピックアップして教えてほしい」といった声を経営者・

人事担当者の方々からよく伺います。 

 

そこで今回ブレインスターでは、企業の管理職員を対象に研修を実施しました。研

修では、実施までのスケジュールや決めなければならないこと、中でも衛生委員会で

内容を検討することは急ぐ必要があることなどをお話しました。  

このストレスチェックは平成 28 年 11 月 30 日までに最低 1 回は実施し、その後、

所轄労働基準監督署へ検査結果等報告書を提出しなければなりません。 

 

お困りの経営者・人事担当者の方はお早めにブレインスターまでご相談下さい。 

「3 大法改正」をテーマとした管理職研修を行いました！ 

平成 28 年 1 月 16 日午前 7 時

46分、川畑家に 3,444gの長男が

誕生しました。 

名前は、広く知識を持った子

に育つようにとの願いを込め、

博識の「博」と私の名前の嗣の字

と合わせて「博嗣」（ひろつぐ）

と名づけました。 
＜ﾌﾞﾚｲﾝｽﾀｰの新米ﾊﾟﾊﾟ：川畑 巴嗣＞ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実効性のある制度として再注目！  「永年勤続表彰制度」を見直してみませんか？ 

古
典
的
で
も
効
果
は
大
き
い
『
永
年
勤
続
表
彰
制
度
』 

多
く
の
企
業
で
人
材
不
足
問
題
へ
の
対
応
が
急
務
と
な
っ
て

い
る
な
か
、「
人
材
の
確
保
」
や
「
モ
ラ
ー
ル
の
向
上
」
と
い
っ
た

観
点
か
ら
福
利
厚
生
制
度
の
重
要
性
が
増
し
て
い
ま
す
が
、
特
に

効
果
が
大
き
い
制
度
と
し
て
注
目
を
集
め
て
い
る
の
が
、
「
永
年

勤
続
表
彰
制
度
」
で
す
。 

「
終
身
雇
用
時
代
で
も
あ
る
ま
い
し
、
今
ど
き
古
く
さ
い
」
と

思
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
実
は
、
特
に
中
堅
・
中
小
企
業

に
お
い
て
は
、
同
制
度
を
設
け
る
企
業
は
増
加
傾
向
に
あ
る
よ
う

で
す
。 

公
平
感
が
あ
る
こ
と
、
会
社
へ
の
帰
属
意
識
・
一
体
感
を
高
め

る
効
果
が
あ
る
こ
と
が
、
そ
の
大
き
な
理
由
と
な
っ
て
い
ま
す
。 

 制
度
の
効
果
を
高
め
る
た
め
に 

せ
っ
か
く
制
度
を
設
け
る
の
で
あ
れ
ば
、
よ
り
効
果
を
高
め
る

た
め
に
、
戦
略
的
な
「
仕
掛
け
」
も
施
し
た
い
も
の
で
す
。 

か
つ
て
は
副
賞
と
し
て
、
名
前
入
り
の
楯
や
時
計
、
万
年
筆
と

い
っ
た
記
念
品
を
贈
る
の
が
一
般
的
で
し
た
が
、
あ
ま
り
歓
迎
さ

れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
こ
で
現
在
は
、
社
員
の
や
る
気
向
上
に
つ

な
げ
る
た
め
に
、
カ
タ
ロ
グ
ギ
フ
ト
や
商
品
券
・
旅
行
券
な
ど
、

選
択
の
自
由
度
が
高
い
も
の
を
贈
る
の
が
主
流
に
な
っ
て
い
ま

す
。 例

え
ば
、
旅
行
券
と
休
暇
を
セ
ッ
ト
と
し
て
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
に

役
立
て
て
も
ら
う
こ
と
を
ね
ら
う
企
業
も
増
え
て
い
ま
す
。 

 税
務
上
の
注
意
点 

永
年
勤
続
表
彰
の
記
念
品
等
の
支
給
に
あ
た
っ
て
は
、⑴

利
益

の
額
が
勤
続
期
間
等
に
照
ら
し
て
社
会
通
念
上
相
当
と
認
め
ら

れ
、
⑵勤
続
年
数
が
概
ね
10
年
以
上
で
あ
る
人
を
対
象
に
し
て
お

り
、
⑶２
回
以
上
表
彰
を
受
け
る
者
は
前
の
表
彰
か
ら
概
ね
５
年

以
上
の
間
隔
が
空
い
て
い
る
場
合
に
は
、
給
与
と
し
て
課
税
し
な

く
て
も
よ
い
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。 

こ
の
要
件
を
１
つ
で
も
満
た
さ
な
い
場
合
、
支
給
し
た
記
念
品

等
の
時
価
が
給
与
と
し
て
課
税
さ
れ
ま
す
。 

な
お
、
現
金
や
商
品
券
等
で
支
給
す
る
場
合

に
は
、
そ
の
全
額
（
商
品
券
等
の
場
合
は
券
面

額
）
が
給
与
と
し
て
課
税
さ
れ
ま
す
。 

「雇用促進税制」とは？ 

平成 26 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日までの期間内に始まる事業年度（以下、「適用年度」とい

う。個人事業主の場合は平成 27 年 1 月 1 日から平成 28 年 12 月 31 日までの各年）において、雇用者増加

数 5 人以上（中小企業は 2 人以上）、かつ、雇用増加割合 10％以上等の要件を満たす企業は、雇用増加数

１人当たり 40 万円の税額控除（当期の法人税額の 10％（中小企業は 20％）が限度）を受けることができ

ます。 

 

地方拠点強化税制における雇用促進税制とは？ 

地域再生法に基づき都道府県知事が認定する「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」を実施する事

業主においては、以下の税制優遇を受けることができます（ただし、法人全体の雇用者の純増数を上限）。 

（１）地方活力向上地域で特定業務施設を整備し雇用者を増加させた場合…法人全体の雇用増加率が10％ 

以上の場合には「当該特定業務施設における増加雇用者１人当たり 50 万円の税額控除」、法人全体の 

雇用者増加率が 10％未満の場合には「当該特定業務施設における増加雇用者１人当たり 20 万円の 

税額控除」 

【拡充型】適用年度に雇用保険一般被保険者の数を 5 人以上（中小企業の場合には 2 人以上）増加させる 

ことが必要。 

（２）東京 23 区から地方活力向上地域に特定業務施設を移転して整備する場合には「拡充型の税額控除 

額に加え、当該特定業務施設における増加雇用者１人当たり 30 万円の税額控除」…（１）と併せて 

１人当たり最大 80 万円の税額控除 

【移転型】雇用を維持していれば最大 3 年間継続。 

 

対象となる事業主の要件 

要件は、原則として以下の通りです。 

（１）青色申告書を提出する事業主であること 

（２）適用年度とその前事業年度に、事業主都合による離職者がいないこと 

（３）適用年度に雇用者（雇用保険一般被保険者）の数を 5 人以上（中小企業の場合は 2 人以上）、かつ、 

10％以上増加させていること 

（４）適用年度における給与等の支給額が、比較給与等支給額以上であること 

（５）風俗営業等を営む事業主ではないこと 

 なお、適用を受けるためには、あらかじめ「雇用促進計画」をハローワークに提出する必要があります。 

まだまだ使える！「雇用促進税制」の概要 


